
３　特殊勤務手当

＜第１０表　団体区分別特殊勤務手当（４月分支給額・全職種・職員１人当たり）＞

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

（百万円） （円） （百万円） （円） （百万円） （円） （百万円） （円） （百万円） （円）

15,329 5,529 16,334 5,828 17,009 6,062 1,680 533 675 234

都 道 府 県 6,941 4,580 6,618 4,614 6,906 4,806 △ 35 226 288 192

指 定 都 市 1,136 4,678 1,381 3,860 1,470 4,106 334 △ 572 89 246

市 5,190 7,265 5,959 8,423 6,091 8,608 901 1,343 132 185

町 村 569 4,025 529 3,840 549 3,992 △ 20 △ 33 20 152

特 別 区 60 968 52 824 53 829 △ 7 △ 139 1 5

＜第１１表　職種別特殊勤務手当（職種別職員数及び職員１人当たり支給額（４月分）の推移・全地方公共団体）＞

職員数
職員１人
当たり

職員数
職員１人
当たり

職員数
職員１人
当たり

（人） （円） （人） （円） （人） （円）

2,772,491 5,529 2,802,762 5,828 2,805,764 6,062

一 般 行 政 職 834,874 414 862,706 442 866,009 423

医師・歯科医師職 12,596 217,507 10,467 212,843 10,327 217,178

看 護 ・ 保 健 職 96,473 13,369 85,469 16,446 85,216 16,053

消 防 職 157,127 5,883 162,058 7,056 162,589 8,199

高等学校教育職 241,305 4,741 239,752 4,849 238,199 5,079

小 ・ 中 学 校
教 育 職

606,658 2,790 603,909 2,536 604,835 2,847

警 察 職 255,734 9,071 261,214 7,616 260,980 7,718

4,335

△ 19

（円）

234

職員１人
当たり

102

311

230

1,143

△ 393

△ 329

9

（円）

533

職員１人
当たり

△ 1,353

57

338

2,316

2,684

R3 →　R4H24　→　R4

全 職 種

職種区分
H24 R3 R4

全 地 方 公 共
団 体

団体区分

H24 R3 R4

H24　→　R4 R3 →　R4

※ 「高等学校教育職」には特別支援学校、専修・各種学校の教員を含み、「小・中学校教育職」には幼稚園の教員を含む。

【参考】 特殊勤務手当について

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要とするが、その特

殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にその勤務の特殊性に応じて支給される手当。

（例）

・ 防疫等作業手当 （感染症病棟における患者の看護に従事したとき）

・ 緊急診療待機手当 （緊急の診療業務のため、勤務時間外に待機を命ぜられ、緊急業務に従事したとき）

・ 銃器犯罪捜査従事手当 （銃器を使用した犯人等の逮捕業務に従事したとき） など


